
造船工程において用いられる生産設備・システム（これらに係るソフトウェアを含む。）等の開発（実証試験含む。）であって、
次の要件を満たす先進的な研究開発を目的とする事業を対象とする。
①造船における生産性を向上する技術の確立を目指した事業であること※
②研究開発成果の早期実用化が見込まれるものであること
③造船における生産性向上のほか、環境への影響低減や造船技能者の安全性向上等の社会的ニーズにも相違しないもの
であること
※舶用製品の製造効率化により結果的に造船における生産性を向上させる技術でも申請可

○ ICTを利活用して船舶の建造における生産性を向上させる革新的技術の研究開発事業の支援を行う（事
業費の最大１／２を補助）。

○ 対象事業者は「大手造船事業者」だけでなく、「中小造船事業者」「舶用事業者」「研究機関」等による申請
が可能。

事業例
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ＩＣﾀｸﾞ・ｾﾝｻやﾄﾞﾛｰﾝ
等を活用した部材管
理で工程管理高度化

造船工程での人と
作業のモニタリン
グ・プランニングの
技術の開発

３次元図面を基に作
業するAI自動溶接ロ

ボットによる溶接作業
効率の飛躍的向上

革新的な生産技術の開発を支援（１/２補助）

大型構造物（船体ま
たはブロック・鋼構造
物）への塗装に係る
施工の自動化

対象事業

ジャパンマリン
ユナイテッド（株）

（株）三井E&Sマシナリー

（株）ナカタ・マック
コーポレーション

今治造船（株）


